
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参  考  資  料  



 



○都市計画法（抜粋）              

（地域地区） 

第八条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めるこ

とができる。 

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第 

二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地 

域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域（以下「用途地域」と総称する。） 

二 特別用途地区 

二の二 特定用途制限地域 

二の三 特例容積率適用地区 

二の四 高層住居誘導地区 

三 高度地区又は高度利用地区 

四 特定街区 

四の二 都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第三十六条第一項の規定によ 

る都市再生特別地区、同法第八十九条の規定による居住調整地域又は同法第百九条第一 

項の規定による特定用途誘導地区 

五 防火地域又は準防火地域 

五の二 密集市街地整備法第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区 

六 景観法（平成十六年法律第百十号）第六十一条第一項の規定による景観地区 

七 風致地区 

八 駐車場法（昭和三十二年法律第百六号）第三条第一項の規定による駐車場整備地区 

九 臨港地区 

十 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和四十一年法律第一号）第六 

条第一項の規定による歴史的風土特別保存地区 

十一 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法（昭 

和五十五年法律第六十号）第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第 

二種歴史的風土保存地区 

十二 都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第五条の規定による緑地保全地域、同 

法第十二条の規定による特別緑地保全地区又は同法第三十四条第一項の規定による緑化 

地域 

十三 流通業務市街地の整備に関する法律（昭和四十一年法律第百十号）第四条第一項の 

規定による流通業務地区 

十四 生産緑地法（昭和四十九年法律第六十八号）第三条第一項の規定による生産緑地地 

 区 

十五 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第百四十三条第一項の規定による 

伝統的建造物群保存地区 

十六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法（昭和五十三年法律第二十六号）第四条第 

一項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区 

２～４項 省略 

 



○港湾法（抜粋）             

（分区の指定） 

第三十九条 港湾管理者は、臨港地区内において次に掲げる分区を指定することができる。 

一 商港区 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域 

二 特殊物資港区 石炭、鉱石その他大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせること

を目的とする区域 

三 工業港区 工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域 

四 鉄道連絡港区 鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域 

五 漁港区 水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区 

 域 

六 バンカー港区 船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域 

七 保安港区 爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域 

八 マリーナ港区 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート

その他の船舶の利便に供することを目的とする区域 

九 クルーズ港区 専ら観光旅客の利便に供することを目的とする区域 

十 修景厚生港区 その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを

目的とする区域 

２ 前項の分区は、当該港湾管理者としての地方公共団体（港湾管理者が港務局である場合

には港務局を組織する地方公共団体）の区域の範囲内で指定しなければならない。 
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